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株式会社東急設計コンサルタント 

電子契約システム導入による契約締結について 

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
この度、弊社では、デジタル化社会への対応及び環境保全(ペーパーレス化)の観点から、従来の書面による契

約締結を、電子契約システムへ移行する事と致しました。本システム導入により、オンライン上で安全かつ迅速
に行えるようになり、事務負担の軽減にも繋がるものと考えております。 

従来の習慣と異なり、導入当初はご不便をおかけする事もあるかと存じますが、何卒ご理解とご協力を賜れま
すようお願い申し上げます。 

敬具 
記 

１．運用開始日 
2026 年 4 月 1 日以降の契約締結分より 

 
２．対象の契約 

弊社からの発注に関する契約書(注文書・請書、業務委託契約書等) 
※原則として電子契約での締結をお願いしたく存じますが、特段の事情により難しい場合は書面での締結も可能です。 

その際は弊社の発注担当者までご連絡ください。 

 
３．電子契約システム 

(1) 利用システム : ContractS CLM(コントラクツ シーエルエム) 
(2) 提供会社  : ContractS 株式会社 ContractS CLM（コントラクツ CLM）| ContractS 株式会社 
※貴社側で新たなシステム契約や費用負担は発生いたしません(インターネット環境とメールアドレスのみご用意ください) 
 

４．電子契約のメリット 
・業務効率化  締結スピードアップ、ペーパーレス、リモート対応可 
・コスト削減  印紙税、郵送費、印刷費の削減 
・リスク低減  高いセキュリティ、契約書類紛失防止 
 

５．電子契約の流れ 
別紙ご確認ください 
手続き詳細については HP 掲載の案内をご参照ください 

 
その他ご不明点やご相談がございましたら、発注担当者もしくは下記担当者までお問合せください。 
【お問い合わせ】 

株式会社東急設計コンサルタント 
 コーポレート本部 電子契約導入担当 / e-mail：taesign@tokyu-sekkei.co.jp 

以上 

mailto:taesign@tokyu-sekkei.co.jp


【別紙】 
 
電子契約サービスでの契約締結の流れ（簡易版） 
 

 
 
◆電子署名時の注意◆ 
電子署名実施時は、以下事項を確認の上 ご署名をお願いいたします。 
・社内規定等により、公式な電子署名として位置づけられるものであること 
・電子署名の際は、社内での社内承認手続きが完了していること  
・署名担当者ではない者が署名依頼メールを受信した場合、署名担当者へ転送し、手続きをすること 
※システム上での承認操作は、法的効力を持つ署名行為となります。必ず社内の決裁権限をお持ちの方が操作 

を行ってください。 
※締結完了後は、システムより契約書 PDF データをダウンロードの上、貴社にて保管をお願いいたします。 

電子帳簿保存法の観点から、データのまま保存することを推奨いたします。 
※マニュアルをご一読いただけますようお願いいたします 
 
 
 
その他、不明な点がありましたら、お手数おかけいたしますが、弊社までお問合せをお願いいたします。 
 
 
 


